
国 地 契 第 ２ １ 号

平成１８年５月２４日

各地方整備局長 あて

官房長

「一般競争入札方式の実施について」等の一部改正について

地方整備局発注工事からの暴力団関係者の排除については、指名基準の運用基準に

おいてこれを明記するなど従来からその徹底を図っているところであるが、一般競争

入札方式の拡大を踏まえ、一般競争からの排除の徹底を図ることとし、「一般競争入

札方式の実施について」（平成６年６月２１日付け建設省厚発第２６０号）等の一部を

下記のように改正することとしたので、通知する。

記

（一般競争入札方式の実施についての一部改正）

第１ 「一般競争入札方式の実施について」（平成６年６月２１日付け建設省厚発第２６

０号）の一部を次のように改正する。

記３(1)中⑧の次に次のように加える。

⑨ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるも

のとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している

者でないこと。

記１０（1）中「⑧」を「⑨」に改める。

別添１の２中(8)の次に次のように加える。

(9) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるもの

として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者で

ないこと。

別添２の４．中(8)の次に次のように加える。

(9) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるもの

として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者で

ないこと。

別添２の７．(1)中「(8)」を「(9)」に改める。

（一般競争入札方式の拡大についての一部改正）

第２ 「一般競争入札方式の拡大について」（平成１７年１０月７日付け国地契第８０号

）の一部を次のように改正する。

記３中⑫を⑬とし、⑪の次に次のように加える。



⑫ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるもの

として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者で

ないこと。

記７(1)①中「３（1）④」を「３④」に改め、記７(1)②中「３（1）⑤」を「３⑤」に

改め、 記７(1)③中「３（1）⑦」を「３⑦」に改める。

記９（1）中「３（1）②」を「３②」に、「３（1）①及び③から⑫まで」を「３①及び

③から⑬まで」に改め、記９(3)中「３(1)⑥」を「３⑥」に改める。

記１５中「３（1）」を「３」に改める。

別添１の２．中(11）の次に次のように加える。

(12)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるもの

として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者

でないこと。

別添２の４．中（11）の次に次のように加える。

(12)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるもの

として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者

でないこと。

別添２の７．（1）中「（11）」を「（12）」に改める。

附 則

この通知は、平成１８年６月１日以降に公告する一般競争入札から適用する。
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○一般競争入札方式の実施について（平成６年６月２１日付け 建設省厚発第２６０号）新旧対照表 【下線部分は改正部分】

改 正 案 現 行

３ 競争参加資格 ３ 競争参加資格

(1) 予決令第75条第２号の「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」 (1) 予決令第75条第２号の「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」

として次に掲げる事項を公告するとともに、入札説明書においても当該事 として次に掲げる事項を公告するとともに、入札説明書においても当該事

項を明らかにするものとする。 項を明らかにするものとする。

①～⑧（略） ①～⑧（略）

⑨ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれ

に準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当

該状態が継続している者でないこと。

10 競争参加資格の確認 10 競争参加資格の確認

(1) 地方整備局長は、申請書及び資料の提出者の競争参加資格の有無につい (1) 地方整備局長は、申請書及び資料の提出者の競争参加資格の有無につい

て確認を行うものとする。ただし、申請書及び資料の提出者が申請書及び て確認を行うものとする。ただし、申請書及び資料の提出者が申請書及び

資料の提出期限の日において３(1)②の認定を受けていない場合において、 資料の提出期限の日において３(1)②の認定を受けていない場合において、

競争参加資格のうち３(1)①及び④から⑨までに掲げる事項を満たしている 競争参加資格のうち３(1)①及び④から⑧までに掲げる事項を満たしている

ときは、開札の時において３(1)②及び③に掲げる事項を満たしていること ときは、開札の時において３(1)②及び③に掲げる事項を満たしていること

を条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 を条件として競争参加資格があることを確認するものとする。

(2)～(9)（略） (2)～(9)（略）

（別添１）標準入札公告例 （別添１）標準入札公告例

２ 競争参加資格 ２ 競争参加資格

(1)～(8)（略） (1)～(8)（略）

(9)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれ

に準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当

該状態が継続している者でないこと。

（別添２）標準入札説明書例 （別添２）標準入札説明書例

４．競争参加資格 ４．競争参加資格

(1)～(8)（略） (1)～(8)（略）

(9) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに

準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状

態が継続している者でないこと。

７．競争参加資格の確認等 ７．競争参加資格の確認等
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(1) 本競争の参加希望者は、４．に掲げる競争参加資格を有することを証明 (1) 本競争の参加希望者は、４．に掲げる競争参加資格を有することを証明

するため、次に従い、競争参加資格確認申請書（以下「申請書」とい するため、次に従い、競争参加資格確認申請書（以下「申請書」とい

う。）及び競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）を提出し、支 う。）及び競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）を提出し、支

出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければな 出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければな

らない。 らない。

４．(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出するこ ４．(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出するこ

とができる。この場合において、４．(1)及び(4)から(9)までに掲げる事 とができる。この場合において、４．(1)及び(4)から(8)までに掲げる事項

項を満たしているときは、開札の時において４．(2)及び(3)に掲げる事項 を満たしているときは、開札の時において４．(2)及び(3)に掲げる事項を

を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するもの 満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものと

とする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時におい する。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において

て４．(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。 ４．(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。

なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格が なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格が

ないと認められた者は、本競争に参加することができない。 ないと認められた者は、本競争に参加することができない。



○一般競争入札方式の拡大について（平成１７年１０月７日付け 国地契第８０号）新旧対照表
【下線部分は改正部分】

新 旧

記 記

３ 競争参加資格 ３ 競争参加資格
（中略） （中略）

⑫ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準
ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が
継続している者でないこと。

⑬ その他地方整備局長が必要と認める事項 ⑫ その他地方整備局長が必要と認める事項

７ 資料の内容 ７ 資料の内容
(1) 資料の内容は、①から③までとするものとし、資料の内容を入札説明書 (1) 資料の内容は、①から③までとするものとし、資料の内容を入札説明書

において明らかにするものとする。 において明らかにするものとする。
なお、①の同種の工事の施工実績及び②の配置予定の技術者の同種の工 なお、①の同種の工事の施工実績及び②の配置予定の技術者の同種の工

事の経験については、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載 事の経験については、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載
することができるものとし、②の配置予定の技術者については、複数の候 することができるものとし、②の配置予定の技術者については、複数の候
補技術者を記載することができるものとし、その旨を入札説明書において 補技術者を記載することができるものとし、その旨を入札説明書において
明らかにするものとする。 明らかにするものとする。
① 施工実績 ① 施工実績

３④に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績 ３(1)④に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績
② 配置予定の技術者 ② 配置予定の技術者

３⑤に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、 ３(1)⑤に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資
同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等 格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等

③ 施工計画 ③ 施工計画
３⑦に掲げる資格があることを判断できる工程管理、品質管理等の技 ３(1)⑦に掲げる資格があることを判断できる工程管理、品質管理等の

術的事項に対する所見 技術的事項に対する所見
(2)（略） (2)（略）

９ 競争参加資格の確認 ９ 競争参加資格の確認
(1) 地方整備局長等は、申請書及び資料の提出者の競争参加資格の有無につ (1) 地方整備局長等は、申請書及び資料の提出者の競争参加資格の有無につ

いて確認を行うものとする。ただし、申請書及び資料の提出者が申請書及 いて確認を行うものとする。ただし、申請書及び資料の提出者が申請書及
び資料の提出期限の日において３②の認定を受けていない場合において、 び資料の提出期限の日において３(1)②の認定を受けていない場合におい
競争参加資格のうち３①及び③から⑬までに掲げる事項を満たしていると て、競争参加資格のうち３(1)①及び③から⑫までに掲げる事項を満たして
きは、開札の時において３②に掲げる事項を満たしていることを条件とし いるときは、開札の時において３(1)②に掲げる事項を満たしていることを
て競争参加資格があることを確認するものとする。 条件として競争参加資格があることを確認するものとする。

（2）(1)の確認は、入札･契約手続運営委員会の議を経て行うものとする。 （2）(1)の確認は、入札･契約手続運営委員会の議を経て行うものとする。
（3）(1)の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとする。た （3）(1)の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとする。た

だし、３⑥の指名停止については、申請書及び資料の提出期限の日から だし、３(1)⑥の指名停止については、申請書及び資料の提出期限の日から



競争参加資格の確認を行う日までのすべての期間について確認するものと 競争参加資格の確認を行う日までのすべての期間について確認するものと
する。 する。

１５ 入札の無効 １５ 入札の無効
公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記 公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記

載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を 載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を
公告及び入札説明書において明らかにするとともに、無効の入札を行った者を 公告及び入札説明書において明らかにするとともに、無効の入札を行った者を
落札者としていた場合には落札決定を取り消す旨及び地方整備局長等により競 落札者としていた場合には落札決定を取り消す旨及び地方整備局長等により競
争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において３に掲げ 争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において３(1)に
る資格のないものは競争参加資格のない者に該当する旨を入札説明書において 掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する旨を入札説明書にお
明らかにするものとする。 いて明らかにするものとする。

（別添１）標準入札公告例（本官契約の例） （別添１）標準入札公告例（本官契約の例）
２．競争参加資格 ２．競争参加資格

(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに
準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状
態が継続している者でないこと。

（別添２）標準入札説明書例（本官契約の例） （別添２）標準入札説明書例（本官契約の例）
４．競争参加資格 ４．競争参加資格

(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに
準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状
態が継続している者でないこと。

７．競争参加資格の確認等 ７．競争参加資格の確認等
(1) 本競争の参加希望者は、４．に掲げる競争参加資格を有することを証明 (1) 本競争の参加希望者は、４．に掲げる競争参加資格を有することを証明

するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担 するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担
行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならな 行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならな
い。 い。

４．(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資 ４．(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資
料を提出することができる。この場合において、４(1)及び(3)から(12)ま 料を提出することができる。この場合において、４(1)及び(3)から(11)ま
でに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において４(2)に掲げる事 でに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において４(2)に掲げる事
項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するも 項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するも
のとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時にお のとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時にお
いて４(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 いて４(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。

なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格が なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格が
ないと認められた者は、本競争に参加することができない。 ないと認められた者は、本競争に参加することができない。
①～③（略） ①～③（略）

(2)～(6)（略） (2)～(6)（略）


